
号

外

一�
令

和

七

年
十
二
月
二
十
三
日

���������������
目

次

条

例

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

人

事

課)

三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

四

○
岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

行
政
管
理
課)

四
三

○
岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
市

町

村

課)

四
三

○
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
同

)

四
三

○
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

四
五

○
岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

生
活
衛
生
課)

四
六

○
岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

子
育
て
支
援
課)
四
七

○
岐
阜
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

四
八

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
及
び
岐
阜
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

子
ど
も
家
庭
課)

四
八

○
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

建
築
指
導
課)

四
九

○
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例

(

義
務
教
育
課
・
高
校
教
育
課)

四
九

◇
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
七
号)

一

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
〇
五
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
六
月
期
と
一
二
月
期
の

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で

定
め
る
日
か
ら
、
二
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

条
例
第
三
八
号)

一

岐
阜
県
人
事
委
員
会
の
令
和
七
年
一
〇
月
九
日
付
け
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
に
鑑
み
、
次

の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

医
師
・
歯
科
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
月
額
の
上
限
額
を
九
〇
〇
円
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２

自
動
車
等
の
使
用
者
に
対
す
る
通
勤
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
措
置
す
る
こ
と

と
し
た
。

一�
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
の
措
置
内
容

現
行
の
中
長
距
離
区
分
の
手
当
額
を
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
二
〇

〇
円
か
ら
七
、
三
〇
〇
円
ま
で
の
幅
で
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二�
令
和
八
年
四
月
一
日
以
降
の
措
置
内
容

六
二
、
七
〇
〇
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
人
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事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

宿
日
直
手
当
に
つ
い
て
、
勤
務
の
内
容
に
応
じ
、
支
給
上
限
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。

４

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当(

任
期
付
研
究
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、
年

間
の
支
給
割
合
を
〇
・
〇
五
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

５

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当(

任
期
付
研
究
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、
六

月
期
と
一
二
月
期
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

給
料
表
を
改
定
し
、
若
年
層
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
中
堅
層
以
上
の
改
定
率
が
昨
年
を
上

回
る
よ
う
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

７

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
１
、
２
一�
、
３
、
４
及
び
６
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
一
２
二�
、
５
及
び
７
は
令
和
八
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
１
、
２
一�
、
３
及
び
６
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
一
４
に

よ
る
改
正
後
の
規
定
は
令
和
七
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
九
号)

一

｢

地
方
自
治
法｣

等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、｢

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
〇
号)

一

｢

公
職
選
挙
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
一
号)

一

証
紙
の
販
売
終
了
等
に
伴
い
、
証
紙
を
貼
付
し
て
知
事
に
提
出
す
る
書
類
を
経
由
す
る
事
務

の
一
部
に
つ
い
て
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

｢

都
市
計
画
法
施
行
規
則｣

に
基
づ
く
証
明
書
の
交
付
事
務
に
つ
い
て
、
町
へ
の
権
限
移
譲

を
行
う
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
中
一
及
び
三
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
二
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
二
号)

一

少
額
領
収
書
等
写
し
交
付
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

｢

政
党
助
成
法｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
支
部
報
告
書
等
写
し
交
付
手
数
料
を
新
た
に
徴
収

す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
三
号)

一

｢

食
品
衛
生
法
施
行
規
則｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に

よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
の
施
設
に
つ
い
て
、
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な

基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
四
号)

一

｢

児
童
福
祉
法｣

に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
三
条
例
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
の
改

正
内
容
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例

２

岐
阜
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
３

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
五
号)

一

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
主
務
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
職
員
の
園
児
に
対
す
る
虐
待
等
の
禁
止
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
の
二
関
係)

二

｢

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
中
一
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
岐
阜
県
一
時
保

護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第

四
六
号)

一

児
童
福
祉
施
設
及
び
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
内
閣
府
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
二
条
例
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
の
改
正
内
容
に
準
じ
た
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

２

岐
阜
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
七
号)

一

｢

建
築
基
準
法
施
行
令｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
四
八
号)

一

｢

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律｣

の
施
行
に
伴
い
、
次
の
二
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

１

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例

一�
教
育
職
員
に
支
給
さ
れ
る
教
職
調
整
額
に
つ
い
て
、
給
料
月
額
の
一
〇
〇
分
の
四
に
相

当
す
る
額
か
ら
給
料
月
額
の
一
〇
〇
分
の
一
〇
に
相
当
す
る
額
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。(

第
三
条
関
係)

二�
指
導
改
善
研
修
を
受
け
て
い
る
教
員
に
は
、
教
職
調
整
額
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
条
関
係)

三�
一�
の
引
上
げ
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
毎
年
一
〇
〇
分
の
一
ず
つ
段
階
的
に
行
う

こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
四
項
関
係)

２

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

一�
多
学
年
学
級
担
当
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
〇
条
関
係)

二�
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
八
、
二
〇
〇
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
職

務
の
級
及
び
号
給
の
別
に
応
じ
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校
務
の
種
類
に
係
る
業
務

の
困
難
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
二
条
の
六
関
係)

三�
教
育
職
給
料
表
二�
又
は
三�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
三
級
又

は
四
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
の
加
算
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
三

関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢
百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。
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(
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢
百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
改
正)

第
七
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

昭
和
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
八
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣
を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
条
、

第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
知
事
及

び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

(

期
末
手
当
の
内
払)

３

改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
期
末
手

当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

三
十
七
万
四
百
円｣

を｢

三
十
七
万
千
三
百
円｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
六
第
二
項
第
二
号
の
表
片
道
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

項
中｢

一
一
、
七
〇
〇
円｣

を｢

一
一
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

一
二
、
八
〇
〇
円｣

を｢

一
三
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同

表
片
道
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中

｢

一
三
、
九
〇
〇
円｣

を

｢

一
四
、
五
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
二
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
項
中｢

一
五
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
五
、
八
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
二
十
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

一
六
、
一
〇
〇
円｣

を｢

一
七
、
一
〇
〇
円｣

に

改
め
、
同
表
片
道
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

一
七
、
二
〇

〇
円｣

を｢

一
八
、
四
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中｢

一
八
、
三
〇
〇
円｣

を｢

一
九
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
三
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

一
九
、
四
〇
〇
円｣

を｢

二
一
、
〇
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
三
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
〇
、
五

〇
〇
円｣
を｢

二
二
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
三
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
一
、
六
〇
〇
円｣

を｢

二
三
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
三
十

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
二
、
七
〇
〇
円｣

を｢

二
四
、
九

〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
三
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
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三
、
八
〇
〇
円｣

を｢

二
六
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
四
、
九
〇
〇
円｣

を｢

二
七
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道

四
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
五
、
九
〇
〇
円｣

を｢

二
九
、

一
〇
〇
円｣
に
改
め
、
同
表
片
道
四
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中

｢

二
六
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
〇
、
五
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
四
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

二
七
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
一
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同

表
片
道
四
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中

｢

二
八
、
九
〇
〇
円｣

を

｢

三
三
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
項
中｢

二
九
、
九
〇
〇
円｣
を｢
三
四
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
五
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
五
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
〇
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
六
、
〇
〇
〇
円｣

に
改

め
、
同
表
片
道
五
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
一
、
九
〇
〇

円｣

を｢

三
七
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
五
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
八
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
二
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
八
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
五
十
八
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢
三
三
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
九
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
四
、
九
〇

〇
円｣

を｢

四
一
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
六
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
五
、
九
〇
〇
円｣

を｢

四
二
、
四
〇
〇
円｣
に
改
め
、
同
表
片
道
六
十
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
六
、
九
〇
〇
円｣

を｢

四
三
、
六
〇
〇

円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
六
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
七
、

九
〇
〇
円｣

を｢

四
四
、
八
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
六
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中｢

三
八
、
九
〇
〇
円｣

を｢

四
六
、
〇
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
片
道
七
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
項
中｢

三
九
、
九
〇
〇
円｣

を｢

四
七
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢

四
千
四
百
円｣

を｢

四
千
七
百
円｣

に
、｢

二
万
千
円｣

を｢

二
万
二
千

五
百
円｣

に
、｢

七
千
四
百
円｣

を｢

七
千
七
百
円｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

六
千
六
百
円｣

を｢

七
千
五
十
円｣

に
、｢

三
万
千
五
百
円｣

を｢

三
万
三
千
七
百
五
十
円｣

に
、｢

一
万
千
百
円｣

を｢

一
万
千
五
百
五
十
円｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百

五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
六
・
二
五｣

を｢

百
分
の
六
十
八
・
七
五｣

に

改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
七
十｣

を｢

百
分
の
七
十
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十｣

を｢

百
分
の
六
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
百
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百

二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
六
・
二
五｣

を｢

百
分

の
百
八
・
七
五｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

百
分
の
五
十｣

を

｢

百
分
の
五
十
二
・
五｣

に
、

｢

百
分
の
六
十｣

を｢

百
分
の
六
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )６



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )８



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )10



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )12



別
表
第
三
イ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )14



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )16



別
表
第
三
ロ
の
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )18



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )20



別
表
第
三
ハ
の
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )22



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )24



別
表
第
三
ニ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )26



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )28



別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )30



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )32



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )34



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )36



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )38



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )40



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �41



第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
六
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

六
万
二
千
七
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
自
動
車
等

の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

第
二
十
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
六
・
二
五｣

に
、｢

百

分
の
百
七
・
五｣

を｢
百
分
の
百
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
八
・
七
五｣

を｢

百
分
の
六
十

七
・
五｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
七
十
二
・
五｣
を｢
百
分
の
七
十
一
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分

の
百
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
六
十
一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢
百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
・
二
五｣

に
、｢

百

分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
六
・
二
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
八
・
七

五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
五
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
五

十
一
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
六
十
一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第

四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣
に
、｢

百
分
の
百
七
十

二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
七
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢422,000｣

を｢436,000｣

に
、｢484,000｣

を｢500,000｣
に
、｢548,000｣

を｢566,000｣

に
、｢633,000｣

を｢654,000｣

に
、｢736,000｣

を｢760,000｣
に
、｢840,000｣

を｢867,000｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中｢352,000｣

を｢364,000｣

に
、｢389,000｣

を｢402,000｣

に
、｢418,000｣

を｢432,000｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の

百
七
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
九
十
五｣

を｢

百
分
の
九
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
八
十
七
・

五｣

を｢

百
分
の
九
十｣

に
改
め
る
。

別
表
中｢399,000｣

を｢412,000｣

に
、｢448,000｣

を｢463,000｣

に
、｢501,000｣

を｢5

17,000｣

に
、｢566,000｣

を｢585,000｣

に
、｢646,000｣

を｢667,000｣

に
、｢754,000｣

を

｢779,000｣

に
、｢881,000｣

を｢910,000｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の

九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
九
十
六
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
・
二

五｣

に
、｢

百
分
の
九
十｣

を｢

百
分
の
八
十
八
・
七
五｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
令
和

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

以
下

｢

勤
務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
の

改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般

職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
七

条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
の
規
定
及
び
第
五
条
の

規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

任
期
付
職
員
条
例｣

と

い
う
。)

第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
は
令

和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定
、
第
三

条
の
規
定(

任
期
付
研
究
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項

の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定(

任
期
付
職
員
条
例
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る

改
正
後
の
同
項
の
規
定
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研

究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )42



期
付
研
究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

(

岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条

例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
三
項
中｢

第
十
二
条
の
六
第
二
項
、｣

を
削
る
。

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
三
十
九
号

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例(

令
和
二
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項｣
に
、

｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号｣

を｢

第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一

号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号｣

を｢

第
百
七
十
三
条
の
五
第

一
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
六
年
法
律
第
六
十
五
号)

附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
号

岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例(

平

成
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー(

岐
阜
県
知
事

の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。)

及
び
同
項
第
五
号｣

を｢

第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号｣

に
、｢

総
称
す

る｣

を｢

い
う｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
議
員
及
び
岐
阜
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す

る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �43



別
表
第
一
二
十
一
の
項
中｢

及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則｣

を
削
り
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十

号
を
削
り
、
同
項
中｢

事
務
の
内
容
の
欄
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は｣

及
び｢

、
同
欄
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
県
内
の
全
て
の
市
町
村(

岐
阜
市
、

大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、
各
務
原
市
及
び
可
児
市
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
表
三
十
八
の
項

中｢

及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則｣

を
削
り
、
同
項
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
を
削
り
、
同
項

中｢

、
第
二
十
八
号
及
び
第
二
十
九
号｣

を｢

及
び
第
二
十
八
号｣

に
、｢

か
ら
第
二
十
七
号
ま
で｣

を｢

及
び
第
二
十
二
号｣

に
、｢

同
欄
第
三
十
号｣

を｢

同
欄
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で｣

に
改
め
、｢

県
内
の
全
て
の
市
町
村(
岐
阜
市
、｣

を
削
り
、｢

及
び
可
児
市
を
除
く
。)｣

を｢

、
可

児
市
、
養
老
町
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町｣

に
改
め
、
同
表
五
十
七
の
項
か
ら
六
十
三
の

項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )44

六
十
三

岐
阜
県
建
築
基
準
条
例

(

平
成
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

に
基
づ

く
事
務

五
十
七
か
ら
六
十
二
ま
で

削
除

十
六

削
除

１

条
例
第
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
周
囲
に
広

い
空
地
が
あ
り
、
そ
の
他

こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ

る
建
築
物
で
、
交
通
上
、

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛

生
上
支
障
が
な
い
と
認
め

る
こ
と
。

２

条
例
第
八
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
周
囲
に
広

い
空
地
が
あ
り
、
そ
の
他

こ
れ
と
同
様
の
状
況
に
あ

る
建
築
物
で
、
交
通
上
、

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛

生
上
支
障
が
な
い
と
認
め

る
こ
と
。

３

条
例
第
十
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
周

囲
に
広
い
空
地
が
あ
り
、

そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状

岐
阜
市
、
大
垣
市
及
び

各
務
原
市

況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交

通
上
、
安
全
上
、
防
火
上

及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
こ
と
。

４

条
例
第
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

周
囲
に
広
い
空
地
が
あ
り
、

そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状

況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交

通
上
、
安
全
上
、
防
火
上

及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
こ
と
。

５

条
例
第
十
七
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
周
囲
に

広
い
空
地
が
あ
り
、
そ
の

他
こ
れ
と
同
様
の
状
況
に

あ
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛

生
上
支
障
が
な
い
と
認
め

る
こ
と
。

６

条
例
第
十
八
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

周
囲
に
広
い
空
地
が
あ
り
、

そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状

況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交

通
上
、
安
全
上
、
防
火
上

及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い

と
認
め
る
こ
と
。

７

条
例
第
十
九
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
自

動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す

る
建
築
物
で
、
交
通
上
及

び
安
全
上
支
障
が
な
い
と

認
め
る
こ
と
。

８

条
例
第
二
十
一
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
木
造

の
共
同
住
宅
で
そ
の
規
模

又
は
周
囲
の
状
況
に
よ
り
、



別
表
第
一
六
十
四
の
項
中｢

及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則｣

を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
を
削

り
、
同
項
中｢

事
務
の
内
容
の
欄
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は｣

及
び｢

、

同
欄
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村(

岐
阜
市
、
大
垣
市
及
び
各

務
原
市
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

第
二
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
三
十
八
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

29

都
市
計
画
法
施
行
規
則(

昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号)

第
六
十
条
の
規
定
に
よ

り
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
三
十
八
の
項
中｢

及
び
第
二
十
二
号｣

を｢

、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
九
号｣
に
改

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三

項
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
同
条
の
規
定
の
施
行
の
際

現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日(

以

下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務

を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
町
の
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

新
条
例
の
規
定
に
よ
り
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
施
行
日
前
に
知
事
に
対
し
て

な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
施
行
日
以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

行
為
が
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
町
の
長
に
対
し
な
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
一
の
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

政
治
資
金
規
正
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �45

交
通
上
、
安
全
上
、
防
火

上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な

い
と
認
め
る
こ
と
。

９

条
例
第
二
十
二
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
木
造

の
長
屋
で
そ
の
周
囲
の
状

況
に
よ
り
交
通
上
、
安
全

上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上

支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ

と
。

10

条
例
第
二
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
条
例
第
二
十
四

条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

の
規
定
を
適
用
し
な
い
特

殊
建
築
物
で
あ
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
。

一

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
九
十
四
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い

て｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
九
条
の
十
六
第

十
五
項
に
規
定
す
る

少
額
領
収
書
等
の
写

し
の
交
付

事

務

の

内

容

少
額
領
収
書
等

写
し
交
付
手
数

料 手
数
料
の
名
称

２

施
行
令
第
十
二

条
第
二
号
に
掲
げ

る
方
法
に
係
る
も

１

政
治
資
金
規
正

法
施
行
令(

昭
和

五
十
年
政
令
第
二

百
七
十
七
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い

て｢

施
行
令｣

と

い
う
。)

第
十
二

条
第
一
号
に
掲
げ

る
方
法
に
係
る
も

の
区

分

光
デ
ィ

ス
ク
一

枚
に
つ

用
紙
一

枚
に
つ

き 単

位

一
〇
〇
円
に
少

額
領
収
書
等
の

写
し
一
枚
ご
と

一
〇

額(

円)



別
表
第
一
十
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

十
の
二

政
党
助
成
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
ロ
中｢

含
む｣

を｢

含
み
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機(

自
動
的
に
食

品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
機
能
を
有
す
る
調
理
器
具
で
あ
っ
て
、
令
第
三
十
四
条

の
二
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等
以
上
の
材
質
、
構
造
、
機
能
等
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く｣

に
、｢

別
表
第
二

第
一
号
イ｣

を｢

別
表
第
二
第
一
号
イ�｣
に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

も
の｣

の
下
に｢(

従
事
者
が
常

駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
も
の
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
号
ヘ
を

同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調

理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
チ
、
リ
、
ヲ
、
ワ
、

タ
及
び
レ
並
び
に
前
号
ト
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

別
表
第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )46

政
党
助
成
法(

平
成

六
年
法
律
第
五
号)

第

三
十
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
支
部
報
告
書
等

に
係
る
同
条
第
五
項
に

規
定
す
る
写
し
の
交
付

事

務

の

内

容

二

法
第
二
十
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る

報
告
書
等
の
写
し
の

交
付

支
部
報
告
書
等

写
し
交
付
手
数

料 手
数
料
の
名
称

報
告
書
等
写
し

交
付
手
数
料

２

施
行
令
第
七
条

第
二
号
に
掲
げ
る

１

政
党
助
成
法
施

行
令(

平
成
六
年

政
令
第
三
百
七
十

一
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て｢

施

行
令｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
一
号
に

掲
げ
る
方
法
に
係

る
も
の

区

分

３

施
行
令
第
十
九

条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
方
法
に

係
る
も
の

２

施
行
令
第
十
九

条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
方
法
に

係
る
も
の

１

施
行
令
第
十
九

条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
方
法
に

係
る
も
の

３

施
行
令
第
十
二

条
第
三
号
に
掲
げ

る
方
法
に
係
る
も

の の

光
デ
ィ

ス
ク
一

用
紙
一

枚
に
つ

き 単

位

光
デ
ィ

ス
ク
一

枚
に
つ

き 光
デ
ィ

ス
ク
一

枚
に
つ

き 用
紙
一

枚
に
つ

き 光
デ
ィ

ス
ク
一

枚
に
つ

き き

一
〇
〇
円
に
支

部
報
告
書
等
一

一
〇

額(
円)

一
二
〇
円
に
報

告
書
等
一
枚
ご

と
に
一
〇
円
を

加
え
た
額

一
〇
〇
円
に
報

告
書
等
一
枚
ご

と
に
一
〇
円
を

加
え
た
額

一
〇

一
二
〇
円
に
少

額
領
収
書
等
の

写
し
一
枚
ご
と

に
一
〇
円
を
加

え
た
額

に
一
〇
円
を
加

え
た
額

３

施
行
令
第
七
条

第
三
号
に
掲
げ
る

方
法
に
係
る
も
の

方
法
に
係
る
も
の

光
デ
ィ

ス
ク
一

枚
に
つ

き 枚
に
つ

き

一
二
〇
円
に
支

部
報
告
書
等
一

枚
ご
と
に
一
〇

円
を
加
え
た
額

枚
ご
と
に
一
〇

円
を
加
え
た
額



一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業

イ

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合(

従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ

れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

�
簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、

か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

�
比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ

ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

�
比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト

ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

�
施
設(

全
自
動
調
理
機
を
含
む
。�
及
び�
に
お
い
て
同
じ
。)

の
全
体
の
衛
生
状
況
を

確
認
す
る
た
め
の
監
視
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

�
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全
自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

�
全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ

た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

�
全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構
造
を
持
つ
、
調
理
後
の
食
品
に

係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

�
全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、

当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

�
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
営
業

者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
四
号

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中｢

掲
げ
る
健
康
診
断
が｣

を｢

掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査(

母
子

保
健
法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を

い
う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。)

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

健
康
診
断
等｣

と
い
う
。)

が｣

に
、

｢

当
該
健
康
診
断｣

を｢

当
該
健
康
診
断
等｣

に
、｢

健
康
診
断
の
結
果｣

を｢

健
康
診
断
等
の
結

果｣

に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(

岐
阜
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
三
号
中｢

幼
児(｣

の
下
に｢

第
二
十
九
条
第
二
項
の
表
及
び｣

を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中｢

掲
げ
る
健
康
診
断
が｣

を｢

掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査(

母
子

保
健
法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を

い
う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。)

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

健
康
診
断
等｣

と
い
う
。)

が｣

に
、

｢

当
該
健
康
診
断｣

を｢

当
該
健
康
診
断
等｣

に
、｢

健
康
診
断
の
結
果｣

を｢

健
康
診
断
等
の
結

果｣

に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
条
例
第
九
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �47

乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

入
所
し
た
障
害
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断
、

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断

通
所
す
る
障
害
児
に
対
す
る
通
所
開
始
時
の
健
康
診

断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断



第
十
五
条
第
二
項
中｢

健
康
診
断
を
行
わ
せ
た｣

を｢

健
康
診
断
又
は
健
康
診
査(

母
子
保
健
法

(
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。

同
表
に
お
い
て
同
じ
。)(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

健
康
診
断
等｣

と
い
う
。)

が
行
わ
れ
た｣

に
、

｢

当
該
健
康
診
断｣

を｢

当
該
健
康
診
断
等｣

に
、｢

健
康
診
断
の
結
果｣

を｢

健
康
診
断
等
の
結

果｣

に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中｢
乳
児
又
は
幼
児(

以
下｢

乳
幼
児｣

と
い
う
。)｣

を｢

乳
幼
児｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号

岐
阜
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

虐
待
等
の
禁
止)

第
二
条
の
二

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
に
、
園
児
に
対
し
、
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
園
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
中｢

第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録｣

を｢

第
十
八
条
の
十
八

第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

か
ら
第
十
二
条
ま
で｣

を｢

、
第
十
二
条｣

に
改
め
、
同
項
の
表
第
四
条
第

一
項
の
項
中｢

第
十
四
条
第
六
項｣

を｢

第
十
四
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
表
第
十
一
条
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
四
条
第
一
項
の
項

の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
岐
阜
県
一
時
保
護
施

設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
岐
阜
県
一
時
保

護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
条
例
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中｢

、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者｣

を

削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

児
童
福
祉
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号)

第
五
条
の
二
の
八
に
規
定

す
る
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー(

以
下｢

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー｣

と

い
う
。)

の
資
格
を
有
す
る
者

第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
三
十
八
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
五
十
七
条
第
二
項
中｢

、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者｣

を

削
る
。
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乳
児
又
は
幼
児(
以
下｢

乳
幼
児｣

と
い
う
。)

に
対
す
る
健
康
診
査

入
所
し
た
乳
幼
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断
、

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断



第
五
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
五
十
九
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
八
十
九
条
第
四
項
中｢
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者｣

を

削
る
。

第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
中｢
前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
九
十
七
条
第
二
項
中｢

、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者｣

を

削
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
九
十
九
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中｢

前
条
第
一
項
第
四
号
イ｣

を｢

前
条

第
一
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中｢

前
条
第
一
項
第
四
号

イ｣

を｢

前
条
第
一
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中｢

前
条

第
一
項
第
四
号
イ｣

を｢

前
条
第
一
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第

四
号
中｢

前
条
第
一
項
第
四
号
イ｣

を｢

前
条
第
一
項
第
五
号
イ｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号

と
し
、
同
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

四

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
百
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

四

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者

第
百
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中｢(

昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号)｣

を
削
る
。

(

岐
阜
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例(

令
和
七
年
岐
阜

県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
の
八
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

の
資
格
を
有
す
る
者

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
二
の
表
五
十
八
の
項
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項｣

を｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二

第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
表
五
十
九
の
項
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項｣

を｢

第
百
三
十
七
条

の
十
二
第
十
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

(

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)
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第
一
条

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
五
条｣

を｢

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

あ
る
者｣

の
下
に

｢(

指
導
改
善
研
修
被
認
定
者

(

教
育
公
務
員
特
例
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、

当
該
認
定
の
日
か
ら
同
条
第
四
項
の
認
定
の
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。)

を
除
く
。)｣
を
加
え
、｢

百
分
の
四｣

を｢

百
分
の
十｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

者｣

の
下
に｢

及
び
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者｣

を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中｢

百
分
の
十｣

と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中｢

第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
八
号｣

を｢

第
二
号
か
ら
第
六
号｣

に
改
め
、｢

、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は｣

を
削
り
、
同
項
中
第
一
号

及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
二
十
条
の
二
第
二
項
中｢

前
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
八
号｣

を｢

前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら

第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
中｢

八
千
円｣

を｢

八
千
二
百
円｣

に
、｢

応
じ
て｣

を｢

応
じ
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校
務
の
種
類
に
係
る
業
務
の
困
難
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て｣

に
改

め
る
。

別
表
第
三
ロ
の
表
備
考
二�
中｢､

こ
の
表
の
額
に
7,700円

｣

を｢こ
の
表
の
額
に
11,500円

を
､

４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に
3,800円

｣

に
改
め
、
別
表
第
三
ハ
の
表
備
考
二�

中｢､
こ
の
表
の
額
に
7,500円

｣

を｢こ
の
表
の
額
に
11,500円

を
､
４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月

額
は
こ
の
表
の
額
に
4,000円

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

百
分
の
八

百
分
の
七

百
分
の
六

百
分
の
五

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


